
0

資料３

中央防災会議「災害時の避難に関する専門調査会」第７回資料

報告の骨子（案）資料



1

１．災害対策基本法制定以降の状況変化等 2
（１）社会環境の変化 3
（２）避難に対する考え方の変化 8
（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓 9

２．課題及び今後の方向性 18
（１）避難の考え方の明確化 19

①安全確保行動の明確化 20
②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等 27
③避難先の明確化等 35

（２）避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準等 42
①避難順次情報・避難勧告・避難指示の発令基準 43
②住民の安全確保行動に資するハザードマップ 48

（３）避難情報発令のための態勢整備 54
（４）適切な安全確保行動につながる情報 74

①適切な安全確保行動につながる情報の内容 75
②多様化している情報伝達手段の活用 90
専門調査会第１～５回議事概要 98

目次



2

１．災害対策基本法制定以降の状況変化等

2
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（１）社会環境の変化

移動手段 住居構造

移動手段及び住居構造の変化

※自動車保有台数は、乗用車、トラック（貨物車）、バス（乗合車）、特殊車、二輪車の合計
（出典）
自動車保有台数：運輸白書、国土交通白書、財団法人自動車検査登録情報協会ホームページ（http://www.airia.or.jp/index.php）
木造住宅・防火木造住宅、鉄骨・鉄筋コンクリート造住宅、２階以上の住宅の割合：住宅統計調査、住宅・土地統計調査（総務省）

乗用車
の普及率

自動車
保有台数（※）

木造住宅・
防火木造住宅

の割合

鉄骨・鉄筋コンク
リート造住宅

の割合

２階以上の住宅
の割合

１９６１年（昭和３６年）
災害対策基本法制定 2.8% 340万台

（参考）
１９８８年（昭和６３年） 71.9% 5,265万台 73.0% 24.5% 77.5%

１９９５年（平成７年）
災害対策基本法一部改正 80.0% 6,810万台 68.1%

（平成５年）
29.0%

（平成５年）
81.8%

（平成５年）

現在 85.5%
（平成２１年）

7,900万台
（平成２３年）

58.9%
（平成２０年）

32.8%
（平成２０年）

90.0%
（平成２０年）
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（１）社会環境の変化

情報受信手段の変化

（出典）
テレビ、パソコン、プッシュホン、携帯電話、乗用車の普及率：消費動向調査（内閣府）

テレビ
の普及率

パソコン
の普及率

プッシュホン
の普及率

携帯電話
の普及率

１９６１年（昭和３６年）
災害対策基本法制定

62.5%
（白黒テレビ）

（参考）
１９８８年（昭和６３年）

99.0%
（カラーテレビ）

9.7% 25.9%

１９９５年（平成７年）
災害対策基本法一部改正

98.9%
（カラーテレビ）

15.6% 58.3%

現在 99.6%
（カラーテレビ）

（平成２３年）

76.0%
（平成２３年）

95.3%
（平成１６年）

92.9%
（平成２３年）
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○ 住居構造の変化

１９６１年（昭和36年）

災害対策基本法制定時
現在

住居

構造
木造住宅が主流

鉄骨造・鉄筋コンクリート造住宅
の増加、高層化

災害へ

の強さ
※水害の場合

氾らん流等の外力に対し脆弱

平屋～２階建が主流であり、浸
水深によっては危険

木造住宅に比較し、外力に対す
る耐性が増加

高層階の居住者は浸水を免れ
る可能性が高い

避難の

選択肢
※水害の場合

安全な場所への立退き避難が
必要

外力の程度や浸水深によって
は建物内での垂直方向への避
難も可能

（１）社会環境の変化

建物内での垂直方向への避難も選択肢に

社会環境と避難行動への影響①
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○ 車の普及率及び保有台数の変化

１９６１年（昭和36年）

災害対策基本法制定時
現在

普及率 乗用車の普及率

２．８％

乗用車の普及率

８３．３％

保有台数
自動車保有台数

３４０万台

自動車保有台数

７，９００万台

避難の

選択肢
徒歩での避難が主体 自動車での避難が可能

（１）社会環境の変化

車で移動中の犠牲者の発生や、避難時の渋滞など

避難に関して新たな課題が発生

社会環境と避難行動への影響②
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○ 情報受発信手段の変化

１９６１年（昭和36年）

災害対策基本法制定時
現在

情報

受信手段
防災無線、ラジオなど

テレビ、パソコン、携帯電話など
様々な情報受信手段が広く普
及

避難の

選択肢

情報の入手手段が限られてお
り、避難に当たって住民の判
断材料は限定的

様々な災害情報が受信できる
ようになり、住民が避難を判断
するに当たっての情報の増加及
び多様化

（１）社会環境の変化

住民が避難を判断するに当たっての情報の増加及び多様化

社会環境と避難行動への影響③
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阪神・淡路大震災

（２） 避難に対する考え方の変化

〔被害の概要〕
・1995年1月17日5時46分、兵庫県南部地震が発生。マグニチュード7.3
・神戸市・芦屋市・西宮市・宝塚市及び淡路島北部で震度７の揺れを記録
・死者6,434 人、負傷者43,792 人、住家全壊104,906 棟、半壊144,274 棟などの被害が発生
・古い木造住宅を中心に建物が倒壊し、また、ライフライン機能が麻痺する中で、多くの

住民が避難所等での生活を余儀なくされた（ピーク時の避難所生活者約32 万人）。

阪神・淡路大震災の避難所数・避難者数（避難所生活者）の推移

関東大震災
〔被害の概要〕
・1923年9月1日11時58分、相模湾北部を震源とする地震が発生。マグニチュード7.9
・関東全域と静岡・山梨両県に甚大な被害
・死者・行方不明者100,000 人超

焼失家屋44.7 万戸、全半壊25.4万戸住家全壊104,906 棟、半壊144,274 棟などの被害が発生
・地震直後から火災が発生し、東京では46時間にわたって約35k㎡を焼失

死者のうち87%は火災で死亡とされる
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平成20年8月末豪雨
愛知県岡崎市など
死者2名、浸水被害約22,500棟

平成20年7月28日からの大雨
石川県金沢市、兵庫県神戸市など
死者6名、浸水被害約3,000棟

平成21年台風第18号
埼玉県さいたま市など
死者5名、浸水被害約3,600棟

平成21年7月中国・九州北部豪雨
山口県防府市、福岡県大野城市など
死者35名、浸水被害約11,900棟

福祉施設における土砂災害、災害情報
伝達の課題

降水量時系図（アメダス：8月8日～11日）

気象庁ＨＰより

１時間雨量、24時間雨量が
観測史上１位を記録

（気象庁ＨＰより）

１時間雨量、24時間雨量
が観測史上１位を記録

平成21年台風第9号
兵庫県佐用町、岡山県美作市など
死者・行方不明者27名、浸水被害約5,600棟

避難中の被災事例、中小河川の氾濫

降水量時系図（アメダス：7月19日～26日）

（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓
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（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓

大雨災害における避難のあり方等検討会報告（平成２２年３月）
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（２）天気図

（１）大雨の概況

１０月１８日から２１日にかけて、前
線が奄美地方に停滞し、南シナ海にあった台
風第１３号の東側で非常に湿った空気が前線
付近に流れ込んだため、大気の状態が不安定
となり、奄美地方では、所により、期間降水
量が800ミリを超える記録的な大雨となった。

（３）大雨の状況

（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓

鹿児島県奄美大島における大雨

天気図【10月20日12時】

資料 前線による大雨（平成22年10月25日 気象庁）、
鹿児島県奄美地方における大雨による被害状況等について（内閣府）より作成

＜主な１時間降水量＞

奄美市住用 131ﾐﾘ 20日13時00分まで

大島郡瀬戸内町古仁屋 89.5ﾐﾘ 20日13時05分まで

奄美市名瀬 78.5ﾐﾘ 20日16時41分まで

＜主な２４時間降水量＞

奄美市住用 703ﾐﾘ 20日21時00分まで

奄美市名瀬 648.0ﾐﾘ 20日23時20分まで

大島郡瀬戸内町古仁屋 291.5ﾐﾘ 20日21時00分まで

＜１８日から２１日までの総降水量＞

奄美市住用 893ﾐﾘ

奄美市名瀬 766.5ﾐﾘ

大島郡瀬戸内町古仁屋 380.5ﾐﾘ
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（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓

○人的・住家被害の状況（消防庁調べ：11月26日 16:00現在）

【主な人的被害】
・ 奄美市において、グループホームわだつみ苑において入所者２名死亡
・ 龍郷町において、倒壊した家屋の下敷きとなり１名死亡

都道府県名

人的被害（人） 建物被害（棟）

死者
行方

不明者
負傷者

（重傷） （軽傷）
全壊 半壊 一部破損

浸水
(床上) (床下)

鹿児島県 3 2 10 479 11 119 767

計 3 2 10 479 11 119 767

資料 鹿児島県奄美地方における大雨による被害状況等について（内閣府）

○土砂災害（国土交通省調べ：11月25日 13:00現在）

都道府県名 土石流等 地すべり がけ崩れ 市町村数 市町村名

鹿児島県 20 4 32 5
奄美市、龍郷町、大和村、瀬戸内町、
徳之島町

計 20 4 32 5

・ 鹿児島県の５市町村で５６件の土砂災害を確認

鹿児島県奄美大島における大雨
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（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓

○ライフラインの被害状況

（１）停電戸数（経済産業省調べ：10月24日 20:00現在）

資料 鹿児島県奄美地方における大雨による被害状況等について（内閣府）

区分 管内 延べ停電戸数 備考

電気 九州電力 約20,500戸 全て復旧済み

（２）断水戸数（厚生労働省調べ：11月8日 14:30現在）

区分 管内 総断水戸数 現在断水戸数 備考

水道 鹿児島県 3,500戸 0戸
奄美市、大和村、瀬戸内町、
龍郷町、伊仙町

（３）通信関係の状況（総務省調べ：10月21日 12:00現在）【これまでの 大値を記載】

区 分 事業者 被害状況等

固定電話

ＮＴＴ西日本
○アナログ電話11,400回線、ＩＳＤＮ685回線、ＡＤＳＬ1,600

回線、専用線９回線が不通。

ＮＴＴコミュニケーションズ ○専用線63回線が不通。

ＫＤＤＩ ○専用線２回線が不通。

携帯電話

ＮＴＴドコモ ○基地局41局が停波中。

ＫＤＤＩ(au) ○基地局26局が停波中。

ソフトバンクモバイル ○基地局11局が停波中

鹿児島県奄美大島における大雨
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○台風接近中の９月２日夜から近畿地方では強い
雨が降り始め、４日にかけて継続した

○広い範囲で総降水量が1,000ミリを超える記録的
な大雨となった

○和歌山県南部では台風 接近後に１時間に100ミ
リ以上の猛烈な雨が降ったところがあった

○土砂災害警戒情報が対象としている表層の土砂
災害より深いところでの深層崩壊が多発した

○規模の大きな土砂災害、河川の氾濫、洗掘、河道
閉塞など複合的な災害が発生した

9月2日～4日
解析雨量積算図

台風第12号の経路（左）と3日9時のレーダー画像（中）・衛星赤外画像（右）

１

72時間降水量1,303ミリ（9月
4日7：40）は、従来の１位
（550ミリ、1997年7月の台風
第9号による）を大きく上回っ
た。

14（提供：気象庁）

平成２３年台風第１２号

（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓
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（２）降水量分布図

（１）気象概況

平成23年7月27日～30日 期間降水量分布図（単位：ミリ）

7月28日から30日にかけて、朝鮮半島から北
陸地方を通って関東の東に延びる前線に向
かって非常に湿った空気が流れ込み、大気の
状態が不安定となって新潟県と福島県会津を
中心に大雨となった。

27日12時から30日24時までの総雨量は、福
島県只見で680.0ミリ、新潟県加茂市宮寄上で
623.5ミリとなっており、新潟県では広い範囲
で400ミリを超えた。

※参照：平成23年7月新潟・福島豪雨による被害状況等について

（平成23年12月28日14時30分現在 内閣府）

新潟県加茂市
宮寄上
626.5ミリ

福島県只見町
只見
711.5ミリ

出典：平成23年7月新潟・福島豪雨（平成23年8月1日 気象庁）

・主な１時間降水量（7月27日～30日までの各観測所の 大値）

・主な24時間降水量（7月27日～30日までの各観測所の 大値）

・主な期間降水量（7月27日12時から30日24時までの総降水量）

福島県 只見 527.0ミリ 30日07時00分まで

新潟県 宮寄上 473.5ミリ 30日09時10分まで

新潟県 塩沢 344.0ミリ 30日07時50分まで

新潟県 十日町 289.0ミリ 30日15時50分まで

新潟県 入広瀬 273.5ミリ 30日08時50分まで

新潟県 十日町 121.0ミリ 29日20時51分まで

茨城県 門井 97.5ミリ 28日01時46分まで

新潟県 宮寄上 93.5ミリ 29日10時43分まで

新潟県 塩沢 89.5ミリ 30日04時28分まで

新潟県 大湯 70.0ミリ 30日02時52分まで

福島県 只見 680.0ミリ

新潟県 宮寄上 623.5ミリ

新潟県 塩沢 562.5ミリ

新潟県 十日町 498.5ミリ

新潟県 入広瀬 469.5ミリ

新潟県 大湯 430.5ミリ

新潟県 小出 400.5ミリ

新潟県 川谷 396.0ミリ

新潟県 室谷 379.5ミリ

（３）大雨の状況

15

いりひろせ

かどい

出典：平成23年7月新潟・福島豪雨によ
る被害状況等について

（平成23年12月28日14時30分 内閣府）

みやよりかみ

みやよりかみ

みやよりかみ

むろたに

平成23年7月新潟・福島豪雨

（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓
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（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓

平成23年7月新潟・福島豪雨

都道府県名

人 的 被 害 住 家 被 害

死者
行 方
不明者

負 傷 者
全壊 半壊 一部破損

床上浸
水

床下浸
水重傷 軽傷

人 人 人 人 棟 棟 棟 棟 棟

平
成
23
年
度

秋田県 5 29

福島県 1 33 199 3 80 193

栃木県 3

群馬県 1 1 6

神奈川県 1 3 

新潟県 4 1 2 11 40 799 32 1,133 7,567

長野県 1 3 

合 計 4 2 2 11 73 998 36 1,221 7,804

平
成
16
年
度

福島県 1 1 8 90 

新潟県 15 2 1 70 5,354 94 2,141 6,118

合 計 16 0 3 1 70 5,354 94 2,149 6,208

被害の状況（平成16年度豪雨との比較）

平成16年7月新潟・福島豪雨による被害状況等について（第48報）（平成16年9月10日19時00分現在 内閣府）

※出典：平成23年7月新潟・福島豪雨による被害状況等について（平成23年12月28日14時30分現在 内閣府）
基に作成
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岐阜
県

愛知
県

長野
県

 ９月２０日、九州の南にある台風第１５号から本州上に
停滞する前線に向かって湿った空気が流入し、岐阜県
から愛知県にかけての一部地域で大雨となった。

 アメダス多治見（岐阜県多治見市）では、９月２０日朝か
ら夕方にかけて断続的に激しい雨が降り、１６時までの
１時間には６６ミリの非常に激しい雨が降った。２０日の
日降水量は３８３．５ ミリとなり、従来の極値（２７２ミリ）
を更新した。

 庄内川の国土交通省志段味水位観測所（愛知県名古
屋市守山区大字中志段味字舟場）では、はん濫危険水
位（５.５０m）を超過し、ピーク水位は６．８７mを記録した
（既往 大水位は６.２３ｍ）。

名古屋
市

アメダ
ス
多治見

愛知
県

岐阜
県

庄内川
志段味

水位観測
所

地上天気図、気象衛星可視画像、解析雨量
平成２３年９月２０日１２時

左図の
名古屋市周辺拡大図

解析雨量による２４時間雨量
平成２３年９月２０日２４時まで

多治見の雨量と庄内川 志段味の水位

し だ み

気象等の概況
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雨量（ミリ）：気象庁 アメダス多治見（岐阜県多治見市）

水位（ｍ）：国土交通省 庄内川 志段味観測所（愛知県名古屋市守山区）

志段味水位既往 大6.23ｍ 2000年9月12日

志段味 はん濫危険水位5.50ｍ

掲載文及び図出典：気象庁

平成２３年台風第１５号

（３）大雨災害を踏まえた課題と教訓
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２．課題及び今後の方向性

18
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（１）避難の考え方の明確化

19
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災害対策基本法第60条（市町村長の避難の指示等）

第１項
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身

体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認

めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に

対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの

者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

①安全確保行動の明確化

立退き避難

事前避難事後避難

全市町村区域を対象としていない

居住者に限定していない

20
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災害対策基本法第60条（市町村長の避難の指示）

第２項

前項の規定により避難のための立退きを勧告し、又

は指示する場合において、必要があると認めるときは
、

市町村長は、その立退き先を指示することができる。

避難所・避難場所

集団避難させるため、安全地域を明確にするため

①安全確保行動の明確化

21
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①安全確保行動の明確化

各法律で使用されている「避難」の意味するところ

○屋内退避型の安全確保行動

○立退き避難型の安全確保行動

例．原子力災害対策特別措置法 第15条 第3項
内閣総理大臣は・・・ （中略）・・・ 第五項 の規定による避難のための立退き又は屋

内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事
項を指示するものとする。

例．水防法 第29条 第1項

洪水又は高潮のはん濫により著しい危険が切迫していると認められるとき
は、・・・（中略）・・・必要と認める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきこ
とを指示することができる。

各法律における「避難」の用例

22
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①安全確保行動の明確化

「大雨災害における避難のあり方等検討会報告書」
1.2 (2) ④垂直避難

急激な降雨や浸水により屋外での歩行等が危険な状態になった場合は、
浸水による建物の倒壊の危険がない場合には、自宅を立ち退き避難所へ避
難することが必ずしも適切な行動ではなく、自宅や隣接建物の2 階等へ緊急
的に一時避難し、救助を待つことも選択肢として考えられるべきである。

「内水ハザードマップ作成の手引き（案）」
4.5 (1) ② 一時的な待避

内水浸水想定区域内であっても、・・・（中略）・・・公的施設以外で一時
的な待避場所として活用することが有効な場合は、あらかじめ建物の

所有者との調整を行い、その建物を一時的な待避場所として指定してお
くことが望ましい。

避難に関する国の指導等における「避難」の用例

23
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①安全確保行動の明確化

用語 広辞苑 大辞林

避難
(ひなん)

災難を避けること。災難を避けて
他の所へのがれること。
「安全な場所へ－する」「緊急―」

災難をさけて他の場所へ立ちのくこ
と。
「火事場から－する」「－場所」

待避
(たいひ)

わきにさけて事の過ぎるのを待つ
こと。
「特急の通過を－する」

①難をさけて、危険の去るのを待つ
こと。
「離れて－する」
②逆方向から来る列車またはその
駅に止まらない列車の通過を、ほか
の列車が別の線路に入って待つこ
と。
「－線」

退避
(たいひ)

しりぞいて危険を避けること。
「高台に－する」「－命令」

その場所から離れて危険をさけるこ
と。
「安全な地点に－する」「－訓練」

待機
(たいき)

準備を整えて機会の来るのを待
つこと。
「自宅－」

準備をととのえ、時期のくるのを待
つこと。
「－中の部隊」「控え室で－する」

24
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①安全確保行動の明確化

25

安全確保行
動

避難場所の例 説明

屋内 屋外

待避
自宅などの居
場所

安全を確保で
きる場所

自宅などの居場所や安全を確保できる場所に留
まること

垂直移動
自宅の２階、
居住建物の高
層階

切迫した状況において、屋内の２階以上に避難
すること

水平移動

（一時的）

避難先

知人宅など

公園・広場

高台・高所

その場を立ち退き、近隣の少しでも安全な場所
に一時的に避難すること

水平移動

（長期的）

避難先

知人宅など

住居地と異なる場所での生活を前提とし、避難
先などに長期間避難をすること

安全確保行動の４つのパターン
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①安全確保行動の明確化

26

待避
Stay

立退避難
Move

垂直避難
Vertical

水平避難
Lateral

避難
（
仮
称
）
避
難
所

いのちを守るための避難
(Evacuation)

（
仮
称
）
避
難
場
所

仮の生活を
支えるための避難

(Sheltering)

安全確保行動と避難先の概念整理例

資料 林座長の資料を加筆修正

一時的 長期的
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②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等

類型 内容 根拠条文等

警戒区域の

設定

警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対し
て当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域
からの退去を命ずる

災害対策基本法

第4節 応急措置

第63条≪罰則あり≫

避難指示
被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よ
りも拘束力が強く、居住者等を避難のため立ち退かせるための
行為

災害対策基本法

第3節 事前措置及び避難
第60条≪罰則なし≫避難勧告

その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がそ
の「勧告」を尊重することを期待して、避難のための立退きを勧
めまたは促す行為

避難準備情報
（要援護者避難情報）

・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された
避難場所への避難行動を開始（避難支援者は支援行動を開始）

・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、
避難準備を開始

避難勧告等の判断・伝達マニ
ュアル作成ガイドライン

（平成１７年３月）

自主避難

の呼びかけ
（各市町村において独自に行っているもの） 地域防災計画等

市町村長の避難に関する権限等

27
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避難準備情報・避難勧告・避難指示の違いについての理解

％

よく知っていた 5.1

ある程度は知っていた 53.0

はじめて知った 41.9

避難準備情報・勧告・指示の違いを認識していない住民が４割以上に上る。

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等

資料 避難勧告・避難指示に関する住民向けアンケート調査（内閣府防災担当）（平成22年11月）

調査の概要

○ 平成22年梅雨前線による大雨において避難勧告や避難指示を発令した可児市、広島市、三原市、防府

市、那珂川町の５市町村の住民に対するインターネット調査（電子モニターを対象としたWeb調査）。
○ 調査期間 平成２２年１１月１１日～平成２２年１１月２２日（有効回答数1,567人）

調査

○ 避難勧告・避難指示に関する住民向けアンケート調査（内閣府防災担当）

避難勧告等に対する住民理解の実態
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＜立法趣旨＞

○伊勢湾台風の反省
避難のための立退きの指示等については、水防法、地すべり等防止法、警

察官職務執行法等の規定がある。しかし、災害の態様や発令の要件、発令権
者等がまちまちであり、伊勢湾台風において惨事を招くこととなった。そのため、
住民に も身近な市町村長に災害全般についての避難の勧告又は指示の権
限を与え、事前避難のための立退きの勧告についても規定することにより、住
民の生命・身体の保護に万全を期することとした。

＜避難についての制定当時の考え方＞
・時期的に早い段階では、強制すべきではない。

・役所の都合で住民に避難を強制することは好ましくない。

・本人が危険負担するのであるから、自業自得であり、強制すべきではない。

・事態の本質上、罰則をもって担保すべきものではない。

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等

災害対策基本法第60条における避難の考え方
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「避難準備（要援護者避難）情報」の定義

≪発令時の状況≫

要援護者等、特に避難行動に時間を要する者が避難行動を開始しなければならな
い段階であり、人的被害の発生する可能性が高まった状況。

≪住民に求める行動≫

・要援護者等、特に避難行動に時間を要する者は、計画された避難場所への避難行
動を開始（避難支援者は支援行動を開始）

・上記以外の者は、家族等との連絡、非常用持出品の用意等、避難準備を開始

「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」

（平成１７年３月集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討会）

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等
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「勧告」の定義

「勧告」とは、その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを
期待して、避難のための立退きを勧め又は促す行為である。

「逐条解説災害対策基本法」（防災行政研究会）

ある事柄を申し出て、その申出に沿う相手方の処置を勧め、又は促す行為をいう。

勧告は、それが尊重されることを、もちろん前提としているが、法律上相手方を拘束する意味まではもっ
ていない。

なお、勧告に対して拘束力を与え、又は相手方による尊重の義務を特に規定した例や、勧告に従わな
かったときはその旨を公表し、従ったときはある不利益を及ぼさないとする例（消防法等）もある。

「法令用語辞典」（学陽書房）

本質的に、相手方に対する法的拘束力はなく、また、「指示」の場合のように、相手方がこれをそのとおり
遵守すべきことも期待されていないといってよいであろう。

法令上、勧告の権限を付与された機関がする場合は、単なる事実上のものとはちがい、法律上の意味を
もつもので、相手方は、少なくとも合理的理由のある限り、これを尊重する義務を負うものと解すべきであ
るが、その程度をこえて、必ずこれに従わなければならないという拘束までを課するものではなく、相手方
に採否の選択を許す余地のある点で、指示との間には差があるというべきであろう。その意味で、「指示」
に比し、これらのことばの拘束力は、さらに弱く、かつ、軽いといえよう

「法令用語の常識（林修三）」

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等
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「指示」の定義①

「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、「勧告」よりも拘束力が強く、居住者
等を避難のため立ち退かせるためのものである。

「逐条解説災害対策基本法」（防災行政研究会）

ある機関が関係の機関又は者に対して、その所掌事務に関する方針、基準、手続、規則、計画等を示し、
これらを実施させることをいう。

指示は、法律的には指揮又は命令よりは、言わば弱く、また軽く、勧告よりは、言わば強く、また重い場
合に用いられるということができる。

ただし、指示は、法令により一定の事項について他の機関又は者に対して統制的な権限を与えられてい
る機関がこれらの機関に対して行うものであるから、その拘束力は、実際的には、指揮又は命令に準ずる
ものということができよう。

なお、法令上においても、指示に対してはこれに従わなければならない旨を明示する場合（刑事訴訟法
等）もある。

「法令用語辞典」（学陽書房）

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等
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「指示」の定義②

「指示」という用語は、先に掲げた諸用例の示すとおり、法令によって一定の事項について他の機関、人
又は団体などに対して統制的な権限を与えられている国、公共団体等の機関が、そういう統制を受ける地
位にある当該、他の機関や人、団体などに対するような場合で、しかも、「指揮」とか「命令」などというはっ
きりした法的拘束力をもつことばを使うのは少しどぎつすぎるというようなときに多く用いられる。

したがって、「勧告」ということばについては、勧告を受けた者に対して、法令上、勧告に従わなければな
らないと規定することは、そのことばの性質上矛盾したことであって、せいぜい、その勧告を尊重しなけれ
ばならないと定めるのが限度であるが、「指示」の場合については、法令上、被支持者に対し、指示に従わ
なければならないという義務を課し、さらに指示に従わない場合の措置を定め、その指示の拘束力を法的
な拘束力にまで高めても、別に、性質上おかしいということにはならない。「指示」は、本来、相手方の遵守
が期待されているものだからである。

「法令用語の常識（林修三）」

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等
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「命令」の定義

行政機関が特定の人又は団体に対し一定の作為又は不作為の義務を課する具体的処分（処分命令）を
意味することもある。例えば、「総務大臣は・・・会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすること
ができる」という場合の「命令」がこれである。

「法令用語辞典」（学陽書房）

「指示」と「命令」の区別であるが、「命令」ということばは、法令上いろいろな意味で用いられるが、「指
示」との比較において問題となる、前掲の現行日本銀行法第４３条に定められているような「命令」は、一
般に、具体的または抽象的に、特定の期間、人または団体に対し、はっきりした作為または不作為の義務
を課するものであるのに対し、「指示」は、前述のように、原則として、法的拘束力はなく、また、実定法上
その拘束力が明示されている場合でも、それよりも実質的には、軽く弱いニュアンスをもつという点で、そ
の差は、指揮対指示の関係とほぼ同様といってよいであろう。

「法令用語の常識（林修三）」

②避難準備情報・避難勧告・避難指示の明確化等
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③避難先の明確化等
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安全確保行動と避難先の概念整理例（再掲）

資料 林座長の資料を加筆修正

一時的 長期的
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③避難先の明確化等
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自主避難先の対象となった避難先（公的避難場所以外）

自主避難先として知人・親戚宅を選択している例が多い

資料 自主避難が実施された市町村に対する調査結果（大雨災害における避難のあり方等検討会）

【参考】避難先としての民間活用事例
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③避難先の明確化等

大田市自主防災マニュア
ル（保存版）

３．（２）自分たちの避
難場所を確認しよう

災害発生時等に、まず
迅速に災害から逃れ、避
難するために、地域の身
近なエリアで安全な避難
所を各世帯や各自治会で
話し合い、決めておきま
しょう。なお、避難所には
災害特性と災害発生から
長期化する場合の時系
列によって適正な避難所
を選ぶ必要があります。

資料 大田市自主防災マニュアル（保存版）

【参考】住民に事前に避難先を決めておくよう示しているマニュアル例（島根県大田市）
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③避難先の明確化等

３．（３）災害別に自主的事前避難場所・緊急一時避難場所を確認しよう

① 風水害

＜避難場所を決めるにあたってのポイント＞

○災害の危険が想定される区域は避けること。

土砂災害警戒区域や浸水想定区域、浸水実績区域以外の場所で土砂・洪水災害の危険性のない
場所に避難しましょう。

※危険区域については市がハザードマップを作成します。市総務課へ問合せください。

○夜間などの災害直後でも緊急に避難できる範囲であること。

資料 大田市自主防災マニュアル（保存版）

※想定場所をヒントに各個人や自治会レベルで避難場所を具体的に決め、記入するように促している。

【参考】住民に事前に避難先を決めておくよう示しているマニュアル例（島根県大田市）
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「避難場所」という用語を含む法令

津波対策の推進に関する法律

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理
の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律

津波防災地域づくりに関する法律

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理
の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則

被留置者の留置に関する規則

特定都市河川浸水被害対策法

地震防災対策特別措置法

コンビナート等保安規則

大規模地震対策特別措置法施行令

地方税法施行規則

地方税法施行令

水防法

船舶設備規程

「避難所」という用語を含む法令

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則

労働安全衛生規則

③避難先の明確化等

すでに種々様々に用いられている避難先を示す用語

39
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③避難先の明確化等

地震防災対策特別措置法 第十四条 ２

市町村は、当該市町村において想定される地震災害の軽減を図るため、(中略）避難場所
その他の地震が発生した時の円滑な避難を確保するために必要な事項について、これらを
記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努
めなければならない

40

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る
事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第四条

（略）当該指定市町村の避難住民である者は、告示日から十四日以内に、総務省令で定め
るところにより、当該指定市町村の長にその避難している場所（以下「避難場所」という。）
を届け出なければならない。ただし、当該避難住民が、告示日前に当該指定市町村の長に
当該届出に相当する行為をした場合であって、当該行為に係る避難場所が告示日における
避難場所であるときは、この限りでない。

労働安全衛生規則 第三百二十一条

事業者は、発破の作業を行なう場合において、労働者が安全な距離に避難し得ないとき
は、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。

すでに種々様々に用いられている避難先を示す用語
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③避難先の明確化等

すでに種々様々に用いられている避難先を示す用語

防災基本計画（平成23年12月27日中央防災会議決定 ）

第３編 津波災害対策編

第１章 災害予防 第２節 津波に強い国づくり，まちづくり

○地方公共団体は，避難場所の整備にあたり，これらを津

波からの緊急避難先として使用できるよう，できるだけ浸

水の危険性が低く，かつ，避難後においても孤立せず，津

波の襲来状況によってはさらなる避難が可能となるような

場所に整備するよう努めるものとする。また，専ら避難生

活を送る場所として整備された避難場所を津波からの緊

急避難場所と間違わないよう，両者の違いについて住民

への周知徹底を図るものとする。

41
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（２）避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準等

42
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●過去の水害の経験から、上
流部雨量と上昇速度の関係を
用意しておき、水位を予測し、
その結果で発令する。

●水位が基準に達したら どの
ような情報を住民に伝達する
かが記載されている。

例E

①避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準

「避難勧告等の発令の判断基準」 が具体的に記載されている例
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 雨量、水位、潮位、現地の状況及び今後の推移等を総合的に勘案し、
発令することとしている。

例F 避難勧告等の発令基準

避難準備情
報

避難勧告

避難指示

①避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準

「避難勧告等の発令の判断基準」 が具体的に記載されていない例
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災害種類

防災対応

大雨による
土砂災害

大雨による
浸水害

（内水による浸水害）

洪水害
（外水による浸水災害）

高潮害
（高潮による浸水害）

避難勧告

土砂災害
警戒情報

はん濫
警戒情報

高潮警報

避難準備情報
(要援護者避難)

大雨警報
（土砂災害）

大雨警報
（浸水害）

洪水警報
はん濫

注意情報

防災体制の
立ち上げ

（避難行動を要しない
程度の災害）

大雨注意報 大雨注意報 洪水注意報 高潮注意報

※ 大雨警報については、特に警戒すべき事項を「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」、「大雨警報（土砂災害、浸水害）」
のように、括弧書きで表記しています（平成22年5月27日から）。

※ 高潮の場合は、台風の接近に伴い風雨が強まり避難が困難になる場合が多いことから、避難準備情報の基準を満たした時点で
避難勧告を検討するイメージです。

※ 市町村が避難勧告等の判断の具体的な基準を策定する場合は、上表を参考にしつつ、地元気象台等からどのような情報が、
どのような時に出され、どのような意味を持つのかを十分確認するとともに、市町村の災害特性も踏まえて検討してください。

※ 局地的大雨等の場合は、「大雨災害における避難のあり方等検討会報告書」（平成22年3月）の提言も踏まえた防災対応を検討
してください。

市町村ごと

市町村ごと 市町村ごと

市町村ごと 市町村ごと 市町村ごと

市町村ごと

指定河川ごと

指定河川ごと

市町村ごと

市町村ごと

①避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準

○気象庁では市町村等を対象に避難勧告等の判断を支援する情報を発信しています

トリガーとなりうる警報等の整理 （気象庁の例）
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①避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準

河川水位情報と市町村・住民に求める行動との対応関係（国土交通省の例）
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策定済 策定中 未策定

水害 33.3% 35.7% 31.0%

土砂災害 26.5% 38.2% 35.3%

（参考）岐阜県における具体的な発令基準の策定状況

１ 「局地的豪雨対策検討会議」の設置

【岐阜県の取組】
県、地方気象台、河川事務所が連携してモデル市町のマニュアル策定の支援

（１） モデル市町（岐阜市、垂井町及び揖斐川町）における
マニュアル作成支援

（２） 水害編（岐阜市、垂井町）、土砂災害編（垂井町及び揖斐川町）
に分けて作成し、以下の５項目で構成

① 対象とする災害及び警戒すべき区間・箇所
② 避難すべき区域
③ 地域の情報収集方法 ← 検討会議での意見を踏まえ国のガイドラインに追加

④ 避難勧告等の発令の判断基準 ← 予測に基づく防災気象情報（市町村毎の警報等を含む。）を判断基準に活用

⑤ 避難勧告等の伝達方法（要援護者に対する伝達含む。）

２ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定のための説明会（H22.4.26）

本年（H22.6）の出水期までに全市町村が「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を
作成し、避難勧告等を迅速かつ的確に発表できる体制を整えるよう依頼

資料 岐阜県HPより作成

消防庁調査（H21.11.1現在）

県内のすべての市町村
において、具体的な
発令基準を策定済又は
策定に着手

都道府県による市町村支援の取組

①避難準備情報・避難勧告・避難指示の発令基準

策定済 策定中 未策定

水害 100.0% 0.0% 0.0%

土砂災害 100.0% 0.0% 0.0%

消防庁調査（H24.1.31現在）
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②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

資料 国土交通白書（平成２２年度）より作成

災害別のハザードマップの整備状況
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災害発生から住民の安全確保行動までの流れ
（静的情報（土台）に動的情報を加えることで

適切な安全確保行動へ結び付ける！）

第5回専門調査会資料に加筆

住
民
の
判
断

観測
情報・
警報

《
動
的
情
報
》

《
静
的
情
報
》

住民の
判断目安

視点１

危険
箇所

危
険
箇
所

・雨量

・河川水位

・各種警報

観
測
情
報
・
警
報

避難勧告等の
発令の判断基準

・避難準備情報
・避難勧告
・避難指示

・ハザードの理解

・置かれた状況の理解

・避難情報・警報等の理解

・適切な避難先の理解

・避難のタイミングの理解

・避難時の留意点の理解

・災害時要援護者対応

【安全確保行動】

①待避

②垂直移動

③水平移動
(短期的)

④水平移動
(長期的)

観測情報・警報

・浸水想定
区域

・土砂災害
警戒区域等

ハザードマップの活用

視点２

②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

動的情報と静的情報の連携
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どのような
安全確保行動
をとるべきか

②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

住民の適切な安全確保行動につなげるためには、ハザードマッ
プ等の避難に関する事前情報と各種観測情報等のリアルタイ
ムに変化する情報を結びつけることが重要である。

リアルタイムに変化する情報

○各種警報

○避難勧告等

○ハザードの状況

・水位、浸水状況、降雨量

避難に関する事前情報

○ハザードの理解

○置かれた状況の理解

○避難情報・警報等の理解

○適切な避難先の理解

○避難のタイミングの理解

○避難時の留意点の理解

安全確保行動の指針となるハザードマップの考え方



51

②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

清須市洪水ハザードブック

○特徴

気づきマップ、浸水想定区域図、逃げどきマップの３種類を作成。
逃げどきマップでは自宅の場所・高さ・構造に応じて「浸水前」と
「浸水後」にとるべき安全確保行動を示している。

安全確保行動の指針を示したハザードマップ事例①
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②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

京都市防災マップ（水災害編）

○特徴
居住地の浸水想定と各種警報と連動させ、選択すべき安全確
保行動を示している。

安全確保行動の指針を示したハザードマップ事例②
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避難路上の標識設置例（宮城県）
「道路管理者における津波被害軽減対策検討マニュアル(案）、国土技術政策総合研究所資料、平成22年2月」より

防災情報の街中表示

ハザードマップを活用していない住民や一時滞在者にも有効である。

まるごとまちごとハザードマップ

53

埼玉県北葛飾郡栗橋町（利根川上流河川事務所HPより） 新潟県三条市坂井町（三条市HPより）

②住民の安全確保行動に資するハザードマップ

静的情報-ハザードマップ事例

浸水深や避難先等の情報を「まちなか」に表示することにより、日常時には洪水へ
の意識を高めるとともに浸水深・避難先等の知識の普及を図る。
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（３）避難情報発令のための態勢整備

54
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（３）避難情報発令のための態勢整備

資料 避難勧告・避難指示を発令した市町村に対する調査結果（大雨災害における避難のあり方等検討会）

全体　（上位１０項目）

6

6

5

5

6

7

7

8

12

22

0 5 10 15 20 25

職員参集・配備体制・役割分担の見直し

情報共有化の仕組みの整備

関係機関、自主防災組織等との

連携の見直し

教育・訓練の実施

土のう等の備蓄・配布方法の見直し

適切なタイミングや範囲での

避難勧告等の発令

避難所開設・運営方法見直し

避難勧告等判断基準の整理

指揮命令系統の整理

広報、情報伝達の迅速化や方法の多様化

（件）

N=49

災害対応について「次回はこうしよう／改善しよう」と思われた点

市町村における災害対応の実態①

55
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○ 災害初期時点では、命令系統が明確でない場合があったため、命令系統
を早い段階で統一したほうがよい。

○ 組織内において、迅速かつ的確に対応するためには、指揮命令系統や
役割分担について、平時から確認して災害に備える必要があるため、訓練
や職員研修を実施することとする。

○ 組織の役割分担がスムーズにいかなかったため、役割の再徹底と責任の
分担。

○ マスコミへの対応に追われたことに対し、体制の見直しを痛感した。

資料 避難勧告・避難指示を発令した市町村に対する調査結果（大雨災害における避難のあり方等検討会）

（３）避難情報発令のための態勢整備

災害対応について「次回はこうしよう／改善しよう」と思われた点

市町村における災害対応の実態②

56



57

資料 佐用町地域防災計画 概要版

台風第９号災害検証報告書（抜粋）
（佐用町台風第９号災害検証委員会）

提言４ 限られた人員で適切で効果的
な災害対応を行うため、災害
対策本部組織の見直しが必要
である。

資料 台風第９号災害検証報告書（佐用町台風第９号災害検証委員会）

（３）避難情報発令のための態勢整備

市町村における災害対応の実態③

57
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• 体制：防災に天気図の読める元・自衛官、消防（電話対応も
おこなわず気象情報などに集中する）

• 取得する情報

– 河川情報を10分ごとにチェック

– 警戒本部の立ち上げには５分毎に示されるレーダーの解
析雨量

– 天気図と２時間、３時間先の雨量予測、メッシュ情報等。

• 下関市の気象の特徴は、洋上の次の陸上部ということで雲
が発達中に起こる降雨現象であり、高層天気図が読めること
が役立っている

出典：「大雨災害における避難のあり方等検討会」第２回 資料１ 田村委員発表資料

（３）避難情報発令のための態勢整備

下関市における元・自衛官活用の例



（３）避難情報発令のための態勢整備

（ｐ）平時からの市町村内での連携の例

59出典：内閣府資料「研修・訓練の実施状況に係るアンケート調査結果の概要」

地方自治体は、職員・組織に対して防災対応意識・能力の向上のみならず、組織
間の連携能力の向上も必要としている。

地方自治体が実施している訓練の目的
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平成16年（2004年）新潟県中越地震（平成16年10月23日）の際の
新潟県災害対策本部の組織体系図

資料 新潟県中越沖地震検証報告書（図２ 平成１６年の中越地震の際の災害対策本部の組織体系図）

原課体制を中心とした役割分担

（３）避難情報発令のための態勢整備

県における災害即応態勢の実例①
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平成19年（2007年）新潟県中越沖地震（平成19年7月16日）の際の
新潟県災害対策本部の組織体系図

資料 新潟県中越沖地震検証報告書（図３ 中越沖地震時の災害対策本部の組織体系図）

平時の業務体制から切り離した機能別による「部・班体制」

（３）避難情報発令のための態勢整備

県における災害即応態勢の実例②
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（３）避難情報発令のための態勢整備

施策項目 (13)避難誘導体制の整備

風水害等による人的被害を軽減するには、
災害が発生するまでに避難行動を終えること
が重要です。

迅速な避難行動が行えるよう、効果的な避
難誘導体制を検討するとともに、風水害読本
を作成し、住民への適切な避難のあり方の啓
発などを実施していきます。

資料 三重県風水害対策アクションプログラム 平成22年3月

アクション 目標項目 目標値 県の取組
内容

主担
当部

他の取
組主体

【新規】

②避難勧
告等の判
断・伝達マ
ニュアル策
定促進

検討会開
催回数

3回/年 市長が実
施する避難
判断マニュ
アルの作成
を促進する

防災
危機
管理
部

事業者

市 町

策定済 策定中 未着手

水害 55.2% 44.8% 0%

土砂災害 51.9% 48.1% 0%

（参考）三重県における具体的な発令基準の策定状況

消防庁調査（H21.11.1現在）

【三重県の取組】
『三重県風水害対策アクションプログラム』

都道府県による市町村支援の取組①
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（３）避難情報発令のための態勢整備

策定済 策定中 未策定

水害 33.3% 35.7% 31.0%

土砂災害 26.5% 38.2% 35.3%

（参考）岐阜県における具体的な発令基準の策定状況

１ 「局地的豪雨対策検討会議」の設置

【岐阜県の取組】（再掲）
県、地方気象台、河川事務所が連携してモデル市町のマニュアル策定の支援

（１） モデル市町（岐阜市、垂井町及び揖斐川町）における
マニュアル作成支援

（２） 水害編（岐阜市、垂井町）、土砂災害編（垂井町及び揖斐川町）
に分けて作成し、以下の５項目で構成

① 対象とする災害及び警戒すべき区間・箇所
② 避難すべき区域
③ 地域の情報収集方法 ← 検討会議での意見を踏まえ国のガイドラインに追加

④ 避難勧告等の発令の判断基準 ← 予測に基づく防災気象情報（市町村毎の警報等を含む。）を判断基準に活用

⑤ 避難勧告等の伝達方法（要援護者に対する伝達含む。）

２ 避難勧告等の判断・伝達マニュアル策定のための説明会（H22.4.26）

本年（H22.6）の出水期までに全市町村が「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」を
作成し、避難勧告等を迅速かつ的確に発表できる体制を整えるよう依頼

資料 岐阜県HPより作成

消防庁調査（H21.11.1現在）

県内のすべての市町村において、具体的な
発令基準を策定済又は策定に着手

都道府県による市町村支援の取組②
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（３）避難情報発令のための態勢整備

（参考）大阪府における具体的な発令基準の策定状況

【大阪府の取組】
平成22年度危機管理監マニフェスト

地震や津波災害、風水害などの自然災害に備えた総合的な防災力・減災力の向上

戦略課題の目標

大阪府地域で『大雨災害による死者ゼロ』を目指した総合的･効果的な対策を重点的に取り組む

（取組内容） 政令市や土木事務所と連携して住民の避難対策の必要性を全市町村に浸透させ、市町村の
避難勧告・判断マニュアル作成を促進

施策推進上の目標

府内全市町村で大雨災害に備えた避難勧告等・判断伝達マニュアル作成を促進
・ 全市町村でマニュアル作成のための庁内検討会を設置
・ 全市町村においてマニュアル作成（H23年度）

アウトプット

資料 大阪府HPより作成 平成22年3月

消防庁調査（H24.1.31現在）

都道府県による市町村支援の取組③
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27.3%45.5%27.3%土砂災害

37.2%39.5%23.3%水害

未策定策定中策定済

27.3%45.5%27.3%土砂災害

37.2%39.5%23.3%水害

未策定策定中策定済



（３）避難情報発令のための態勢整備

避難勧告等の具体的な発令基準の策定率が大幅に向上した都道府県の取組事例①

65資料 消防庁提供資料



（３）避難情報発令のための態勢整備

避難勧告等の具体的な発令基準の策定率が大幅に向上した都道府県の取組事例②

66資料 消防庁提供資料
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（３）避難情報発令のための態勢整備

資料 気象庁資料（梅雨期及び台風期の対応に係る関係省庁連絡会議 資料９）

各地の気象台では、都道府県と連携して、
市町村の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」策定を支援しています。

主な取り組み例
平成20年度 岐阜県が主催したモデル3市町のマニュアル作りに岐阜地方気象台が参画、平成22年度は

未策定の全市町村での策定に協力 http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11117/fusuigai/hinan/hinan.html
平成21年度 静岡県主催の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成に係る説明会」に静岡地方気象台が

参画、平成22年度も継続して協力中
平成21年度 仙台管区内の各気象台はマニュアル作成支援のホームページを開設、「大雨時に活用できる

気象台等からの防災情報 」「市町村を支援する気象資料」「過去のアメダス観測データ 」「東北地方各県毎の
これまでの災害事例」を掲載 http://www.jma-net.go.jp/sendai/wadai/gaidoline_sienmain/main.html
そのほか、各気象台で市町村からの相談等に対応しています。

避難勧告等の判断に利用する防災気象情報の持つ意味の解説
避難勧告等の判断基準への防災気象情報の適用に関する助言
過去の災害時の気象データの提供
警報基準設定時の散布図等の資料
気象特性・災害特性の解説
避難勧告等の判断に活用できる各種気象情報等の利活用助言
防災行政無線等で防災気象情報を伝える場合の例文作りへの助言
都道府県が主催する策定のための枠組みへの参画 など

気象台ができる主な支援

気象庁による市町村支援の取組
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市町村における避難勧告等にかかる発令権限、
発令基準及び伝達方法状況調査結果（H21.
３.27 消防庁）より

問

貴市町村においては、水害、高潮災害又は土
砂災害に係る避難勧告等の発令は、どなたが
判断（決裁）しますか。次の中から選択してくだ
さい。

回答欄
ア 市町村長が判断
イ 原則として市町村長が判断するが、緊急時

には
本庁の副市町村長、部長等が判断

ウ 原則として市町村長が判断するが、緊急時
に

は支所等の出先機関の 長が判断
エ 本庁の副市町村長、部長等が判断
オ 支所等の出先機関の長が判断
カ その他

全体の約３割は、首長以外に権限を委譲している

現場職員への権限委譲の状況

（３）避難情報発令のための態勢整備
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（３）避難情報発令のための態勢整備

災害対策基本法第６０条（市町村長の避難の指示等）

第１項

災害が発生し、 又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は

身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると
認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者
に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これ
らの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。

「逐条解説災害対策基本法」（防災行政研究会）による解釈

・・・前略・・・なお、消防職員は、市町村長の委任を受けて、居住者等に対し
避難のための立退きの勧告及び指示をすることができる。（地方自治法第１５
３条第１項）
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（３）避難情報発令のための態勢整備

災害対策基本法第６１条（警察官等の避難の指示）

第１項

前条第１項の場合において、市町村長が同項に規定する避難
のための立退きを指示することができないと認めるとき、又は市
町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、必
要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のた
めの立退きを指示することができる。前条第２項の規定は、この
場合について準用する。

避難の指示について一定の場合には、警察官又は海上保安官が市町村長
を代行できる。
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●奄美市（H22奄美豪雨災害に関するヒアリング（内閣府））
「避難勧告は住用地区の全域と名瀬では佐大熊地区（8 世帯）だけ。佐大熊地区が

危険な個所であることは分かっていた。斜面から赤水が出たので現地で（職員が）判
断して避難勧告を出した。」
●奈良県五條市(平成23年台風代12号）

災害対策本部は五條市役所の中にある。大塔支所とは雨の降り方など状況が大
分異なる。支所長には、もし連絡がとれなくても判断をしてよいと言っている。支所の
中のトップが判断することも許可をしていた。明文化していないが、業務命令で日頃
からそのようにいっている（内閣府ヒアリング調査より）。
●和歌山県田辺市(平成23年台風代12号）

現場の災害情報は現場に一番近い行政局に入る。一番初めに現場を見て、どうい
う状況かということの判断がつくのは行政局である。避難勧告等の基本的な判断は
行政局に任せている（ 内閣府ヒアリング調査より）。

●豊岡市
豊岡市では、総合支所長に権限委譲を行っている。

権限委譲に関する事例

（３）避難情報発令のための態勢整備
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（３）避難情報発令のための態勢整備

平成２３年台風１２号に関するヒアリング結果

五條市

緊急の際には、大塔支所長による判断が可能となるよう市長から
話をしていたことにより、今回迅速な対応ができた。

那智勝浦町

支所に避難勧告の判断を移譲すれば、現地の状況に即した対応
が可能かもしれない。

田辺市

行政局において避難勧告の判断をすることで、現地の状況に即し
た対応が可能となっている。
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出典： 平成２１年度 市町職員指導者養成研修
政策課題研究 終報告書
広島県自治総合研修センター
平成２１年８月２４日～９月１１日

海田町災害時要援護者サポーターの養成

～広島県市町職員指導者要請研修報告より～

かいたちょう

（３）避難情報発令のための態勢整備
住民、地域のリテラシーの向上への取組
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（４）適切な安全確保行動につながる情報

74
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

※第4回専門調査会 資料-2より

問題点： 避難勧告等の情報を入手したにも関わらず、「自分が被害を受けるとは思
わなかった」との理由から避難しない住民が少なくない（下記の事例では、
26.3％（68.9%×38.2%))。

75

避難しない住民の理由
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【平成23年台風第12号に関する住民意識調査／内閣府 平成23年／n=103】

「通常と異なる呼びかけ方、呼びかける人物、通常と異なる表現、避難開始後に

関する配慮した情報等」は、動機づけに寄与する可能性が高い。

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.既往の災害規模と比較した避難情報

2.推奨の避難ルート、危険な避難ルートを含む避難情報

3.命令形の避難情報

4.とにかく大きな音量での避難情報

5.信頼できる人が発令した避難情報

できる できない

どのような内容であれば『避難が必要』と思うことができるか？
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

77

○命令口調での呼びかけの例
・区長が命令口調で避難を呼びかけ、犠牲者は発生しなかった（平成22年鹿

児島・奄美地方豪雨災害、鹿児島県大島郡瀬戸内町、H23ヒアリング調査）

○信頼できる人による呼びかけの例
・町長自らがマイクを握って呼びかけた（台風第12号、和歌山県日高郡日高川

町、毎日新聞、平成23年9月19日）
・テレビ局のカメラの前で市長が避難指示を呼びかけた（台風第15号、名古屋

市、朝日新聞、平成23年9月21日）

○既往の災害規模と比較した呼びかけの例
・気象庁は、「2000年の東海豪雨の総雨量に匹敵する恐れがある」と過去災害

との比較で危険性を伝えた（台風第15号、名古屋地方気象台発表の「府県
気象情報」より）

○その他の工夫
・「明るいうちに避難を勧める放送」をEメールや防災行政無線で放送した（台

風第12号、三重県尾鷲市、H23ヒアリング調査）
・ダムの放流量と自主避難の呼びかけを防災無線により繰り返し放送した（台

風第12号、奈良県五條市、H23ヒアリング調査）
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◆身近な情報（感覚的に理解できる情報）

・背後の河川の映像情報（データ放送）

・自宅周辺の被災情報

フェイズ②

身近な情報を
入手する。

◆公的機関からの情報
・気象台からの観測情報・警報
・市町村からの避難勧告等

待避

立ち退き避難

※「河川・避難情報データ放送について、NHK編成局（平成20年2月29日）」より抜粋

※名古屋市ホームページ「ウェザーニューズ なごや減災プロジェクト」より抜粋

防災行政無線

名古屋市は、市
民から、気象や
災害に関する情
報を画像付で投
稿してもらい、そ
の情報を地域に
還元している。

地上波デジタル放
送は、データ放送
により、住民が居
住する地域の河川
水位や気象情報を
ライブ映像と共に
確認できる。

フェイズ①

危険が近づい
ていることが
伝わる。

フェイズ③
避難の判断

◆周辺のリスクを普段から理解しておくこと
が適切な避難の判断、行動の選択に結び
つく。

浸水想定区域等のハザードの理解と、状況に応じた
行動の選択ができるような応用力が求められる。

フェイズ⑤

状況に応じた
避難先（水平・
垂直）に移動す
る。

フェイズ⓪ 事前の学習

テレビ 携帯電話 広報車

自宅の２階や近隣の
安全な場所へ待避

フェイズ④
行動の選択

安
全
確
保
行
動

住民の避難行動を促すために“実感”を持ってもらうための身近な情報の提供

①適切な安全確保行動につながる情報の内容
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【参考資料：「ウェザーニューズ なごや減災プロジェクト」への住民参加】

②現在、過去の減災リポートの閲覧

③減災メールの受信

過去に災害が起きた時と同じような
気象条件になった場合、またはそ
の可能性がある場合に、あらかじ
め登録されたメールアドレスへ減災
のための情報がメール送信される
（登録したメールアドレスは、ウェ
ザーニューズにて管理）。
※携帯メールのイメージ画像はウェザーニューズ社HPより抜粋
（http://weathernews.com/ja/nc/press/2011/110801.html）

①減災リポートの投稿

「自転車が倒れるほどの風が吹いて
います」や「雨で危険な水たまりがで
きています」など、身近な気象状況な
どの情報を減災カードでリポートとし
て投稿。

①適切な安全確保行動につながる情報の内容
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災害種類

防災対応

大雨による
土砂災害

大雨による
浸水害

（内水による浸水害）

洪水害
（外水による浸水災害）

高潮害
（高潮による浸水害）

避難勧告

土砂災害
警戒情報

はん濫
警戒情報

高潮警報

避難準備情報
(要援護者避難)

大雨警報
（土砂災害）

大雨警報
（浸水害）

洪水警報
はん濫

注意情報

防災体制の
立ち上げ

（避難行動を要しない
程度の災害）

大雨注意報 大雨注意報 洪水注意報 高潮注意報

※ 大雨警報については、特に警戒すべき事項を「大雨警報（土砂災害）」、「大雨警報（浸水害）」、「大雨警報（土砂災害、浸水害）」
のように、括弧書きで表記しています（平成22年5月27日から）。

※ 高潮の場合は、台風の接近に伴い風雨が強まり避難が困難になる場合が多いことから、避難準備情報の基準を満たした時点で
避難勧告を検討するイメージです。

※ 市町村が避難勧告等の判断の具体的な基準を策定する場合は、上表を参考にしつつ、地元気象台等からどのような情報が、
どのような時に出され、どのような意味を持つのかを十分確認するとともに、市町村の災害特性も踏まえて検討してください。

※ 局地的大雨等の場合は、「大雨災害における避難のあり方等検討会報告書」（平成22年3月）の提言も踏まえた防災対応を検討
してください。

市町村ごと

市町村ごと 市町村ごと

市町村ごと 市町村ごと 市町村ごと

市町村ごと

指定河川ごと

指定河川ごと

市町村ごと

市町村ごと

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

○気象庁では市町村等を対象に避難勧告等の判断を支援する情報を発信しています

トリガーとなりうる警報等の整理 （気象庁の例） 再掲
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

81

災害時要援護者名簿の整備状況等

・平成23 年４月１日現在で、調査団体の52.6％が全体の名簿を整備して更新中

・名簿の整備途中の団体41.5％を合わせると、94.1％が更新中又は整備途中

平成２３年７月８日 消防庁調査

調査対象：市区町村（宮城県及び福島県内の全市町村並びに岩手県内

の９市町村：計103 団体）を除いた1,644 団体）



82

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

82

「防災ファミリーサポート制度」 新潟県見附市
平成16年の新潟・福島豪雨（7月）、新潟県中越地震（10月）での被災を受

け、平成17年に災害時要援護者を支援する仕組みとして運用を開始。
・地域の「共助」を基本として、「災害時に支援を希望する要援護者」と、その
名前の通り「災害時に要援護者を支援する世帯」とをあらかじめ名簿に登録
し、各地域の支援世帯が要援護者の避難等を支援する仕組み。
・支援者には責任を課すものではなく、あくまでも善意により災害時や日常
において困っている人を助けることにより、助け合い、支えあいのまちづくり
を目指す。

■「同意なし」の要援護者情報の管理
災害時要援護者等避難支援計画では、要援護者等の個人情報をあらかじ

め関係機関に提供することに同意した者と、同意が得られなかった者の名
簿をそれぞれ作成し、その取扱いを規定。

豪雨災害等では災害発生前の避難が必要となるが、このような状況下で
は、職員のみで要援護者を支援することはできず、地域の関係者に対象者
を迅速に伝えることも困難である。このため、未同意者名簿については、名
簿を入れた封筒を密封した状態で、あらかじめ警察、消防のほか民生委員
等が保管し、避難情報が発令されたときに開封することとしている。この封
筒入りの名簿は、一年に一度、もしくは避難支援での開封後に回収し、差し
替えを行っている。

■平成23年7月新潟・福島豪雨における対応
平成23年7月の新潟・福島豪雨においては、一部の自治会長は自ら情報

収集に動き、自主的に避難の判断を行った。
また、民生委員なども、「同意あり要援護者」の安否確認や支援を行うとと

もに、避難情報発令のタイミングで「同意なし要援護者」の名簿入り封筒を開
けて、迅速な安否確認や支援にあたったことが確認されている。
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

メディア 耳が聞こえない人。聞こえにくい人（難聴者） 目が見えない人。視力が弱い人（弱視者）
日本語を理解できない、

日本語が堪能でない人（外国人）

防災行政無線
（屋外拡声器）

×（使用は難しい） ○通常に使用できる ×（使用は難しい）

防災行政無線
（戸別受信機）

×（使用は難しい）
△着信表示灯付き戸別受信機の活用
△（わかりやすい日本語等の活用

広報車 ×（使用は難しい）

固定・携帯電話 ×（使用は難しい） ○通常に使用できる ×（使用は難しい）

FAX ○登録者への情報提供（取り組み事例は多いが、受信まで
に時間を要することが課題）

×（使用は難しい） ×（使用は難しい）

インターネット ○通常に使用できる △WEBページ読み上げソフト等による情報取得 △多言語対応の防災情報提供
WEBページ

△アイコン、色等国際標準化さ
れていない

携帯メール ○登録者への情報提供（取り組み事例は多い） △受信メール読み上げ機能による情報取得 △外国語による情報提供（既存
サービスの充実）

△（わかりやすい日本語等の活
用）

エリアメール ○対象エリア内の携帯電話への情報提供 （同上） ×外国語による情報提供が想
定されていない

△（わかりやすい日本語等の活
用）

テレビ ○文字放送、テロップや手話通訳者による伝達（聴覚障害
者専用チャンネル）

△文字だけでは理解を求めることが難しい場合も多い
（アニメーション等を加えると有効、目で聴くテレビ等の活
用（緊急災害放送に字幕・手話通訳を付けて放送するCS
放送。専用チューナーを使用するなどの取り組みがある。
防災サインの活用（身振り手振りによる聴覚障害者とのコ
ミュニケーションツール））

×視覚で危険を察知できない、認知地図が使用できない場
合がある。具体的な避難行動（避難先、避難ルート等）を伝
える必要がある

△色だけによる情報提示は伝わらない場合がある
△地図・画像を前提とした説明では理解できない（例：地図の

赤線で囲った区域に避難勧告が発令されています）
△視力が弱い人は、文字が小さいと情報は伝わらない
△色の使い方によっては、情報は伝わらない

△2ヶ国語放送を行っている番
組は有効（但し、ほとんどが英
語であり、母国語が英語外の
人には効果が低い）

△（わかりやすい日本語等の活
用）

ラジオ
コミュニティＦＭ

△見えるラジオ（文字情報）の活用（文字放送を受信する専
用受信機が必要）

○通常に使用できる △多言語FM局との連携
△（わかりやすい日本語等の活

用）

○使用可能と思われるもの △条件によって利用可能であり、効果を期待できると思われるもの
×困難と思われるもの 83

災害時要援護者に係るメディア別情報伝達方法に関する特徴例
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（２） 着信表示灯付き戸別受信機／石川県輪島市

・旧輪島市では、地震情報や避難勧告・指示の伝達手段として、聴覚障がい者には、着信表示灯付き戸別

受信機による伝達を実施。

耳が聞こえない人、聞こえにくい人（難聴者）

目が見えない、視力が弱い人（弱視者）

（４） 受信メール読み上げ機能付き携帯電話／携帯電話各社
・受信メールの読み上げ機能を有する携帯電話がある。携帯電話各社でサービスを実施。

（５） FM緊急通報システム／東京都世田谷区
・世田谷区では、視覚障がい者に対して、FM放送を通じて緊急時の通報をするシステムを作り、ラジオを配布。

（６） 災害気象情報電話通報サービス／東京都杉並区
・メール(PC)の利用が困難な人や視覚に障がいがある人を対象に、災害気象情報を電話（人工音声）で知らせ
るサービスを整備。（大雨・洪水警報が発令された場合、警戒水位・溢水水位を超えた場合、その他重要情報）
事前登録が必要であり、通報を受ける電話から区役所防災課へ電話すると登録できる。受信料金は無料 。

（１） 避難情報伝達／新潟県柏崎市

・戸別受信機設置時に聴覚障がい者世帯にはFAXを設置 。その他、携帯メール（登録型メールサービス）、イン

ターネットホームページなどによる伝達や、市職員、町内会、民生委員等のスタッフによる直接訪問。

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

84

（３） 携帯メールによる災害情報通報・入手サービス／松本広域消防局

・聴覚障がい者・通話が困難な方が、携帯メールを使って災害情報を通報・入手できるサービスを実施（事前

登録が必要）。

災害時要援護者への防災・災害情報の伝達取組事例（１/４）
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（９） 災害時多言語情報作成ツール／財団法人自治体国際化協会
• 外国人住民に対する円滑な情報提供を支援することを目的としたツールを
整備。

• 10言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ
語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ロシア語）で構成している。

• 避難所等に掲示する情報のシート（166シート）や、携帯メールやWEBサイト
用の災害情報文例（71件） 、災害情報をラジオや防災行政無線などの音声
メディアで提供する際の音声素材（145件）を用意。 多言語音声情報作成ツール

（８） 防災パートナーシップ協定／東京都三鷹市
• 三鷹市では、（財）三鷹国際交流協会と防災パートナーシップ協定を締結。
• 災害発生後、三鷹市から被災外国人の支援要請を受けた場合、同協会は、災害時外国人支援センターを設置
し、防災ボランティア（通訳翻訳）に協力を求める。

• 同センターは三鷹市災害対策本部と連携し、外国人の被害状況の把握、
情報提供、安否確認を行うとともに、通訳・翻訳ボランティアの確保、
コーディネート、避難所における生活相談等を実施する 。

日本語を理解できない、日本語が堪能でない人（外国人）

（７） 多言語FM局による9ヶ国語放送／九州国際エフエム

• 九州国際エフエム「LOVE FM」（本社：福岡市）では、福岡県西方沖地震発生から間もない時間より特別番組を

編成し、福岡市に在住する外国人（60カ国以上、約1万9千人）に向けて、9カ国語で地震に関する情報を流した 。

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

災害時要援護者に情報伝達する手段・方法として色々な試みがなされており、
地域にあった取組を企業や団体等と連携しながら構築することが必要である。85

災害時要援護者への防災・災害情報の伝達取組事例（２/４）



86「新版・災害が起こったときに外国人を助けるためのマニュアル、弘前大学人文学部社会言語学研究室、2005年」より抜粋

①適切な安全確保行動につながる情報の内容

【参考：外国人向けの「やさしい日本
語」による伝達文の例】

86

災害時要援護者への防災・災害情報の
伝達取組事例（３/４）
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

聴覚障がい者むけ防災情報FAX（サンプル例）

「聴覚障がい者むけ防災情報ＦＡＸサンプル集（水
害編）利用の手引き、兵庫県立聴覚障害者情報セ
ンター・人と防災未来センター」より

文章のわかりやすさだけでなく、レイアウトやイラスト挿入などの工夫で、よりわかりやすくなる。

危険な場所や行為を図や文字で示すことは、聴覚障がい者に状況に応じた適切な安全確保
行動を促す情報として効果的である。

危険に気づいたら、

平成21年7月14日 （火）19：00 柏田市からのお知らせ

「土砂災害警戒情報」が出ました。
どしゃさいがいけいかいじょうほう で

がけくずれ・土石流に注意してください！
どせきりゅう ちゅうい

明日の朝まで、

あした あさ

大雨が降りそうです

おおあめ ふ

もうすぐ、

がけでは、がけくずれが、おき
ちい いし

るかもしれません。小さな石が

谷を流れる川では、土石流が、

たに なが かわ どせきりゅう

落ちてきたら、危険です。

お きけん

かわ いろ

おきるかもしれません。川の色

きけん き

行ってください。

い

家族や近所の人といっしょに、

かぞく きんじょ ひと

ちゃいろ きけん

避難所（学校や公民館）へ、

ひなんじょ がっこう こうみんかん

今日の夜中から、

きょう よなか

が茶色になったら、危険です。

：010－×××－××××

87

災害時要援護者への防災・災害情報の伝達取組事例（４/４）
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①適切な安全確保行動につながる情報の内容

災害フェーズ 避難に関る制限 避難を決断するために必要な情報

避難移動 目が見えない ・ 点字ブロックがあるルート情報 ・音響信号機の設置箇所

日本語を理解できない ・ 避難所等での外国語表示

車椅子での移動となる ・ 道路の平均勾配 ・スロープがある歩道橋の情報

介助者無しでは移動ができない ・ 介助者を含めた移動手段の情報

自力で歩行できるが介助が必要 ・ 道路の平均勾配 ・スロープがある歩道橋の情報

歩行速度が遅い ・ 道路の平均勾配 ・スロープがある歩道橋の情報

避難生活 目が見えない ・ バリアフリー化している避難所の情報（道路勾配が原則5%以下）

耳が聞こえない
・ 情報伝達に必要な設備の有無（聴覚障がい者に対しては掲示板、FAX、手話通訳、

文字放送等。視覚障がい者に対しては点字等。）

日本語を理解できない ・ 外国語スタッフの有無

車椅子での移動となる ・ バリアフリー化している避難所の情報（道路勾配が原則5%以下）

介助者無しでは移動ができない ・病院等医療が受けられる施設の情報

状況判断力が低い ・ ハンディキャップルームの有無

「災害時要援護者避難支援策の具体化のための手引き」、国土技術政策総合研究所、国総研資料第292号、平成18年3月を参考に作成

【災害時要援護者は避難先の生活を考慮して避難を断念する場合がある】
※「障害者市民防災提言集／特定非営利活動法人 ゆめ風基金著」より抜粋。

・「車イスなので避難ができないと判断。」
・「聴覚障害者の本人が大勢集まるところに行きたがらず、避難をめぐって1時間家族会議。」
・「避難所内やバリアフリー化されておらず、全員体育館のようなところで雑魚寝というような環境ではとて
も生活できないと思い、避難はしなかった。」

・「避難所が2階で障害者トイレがなかったため避難しなかった。」

避難を決断するために以下の情報を事前に明らかにしておく必要がある

88

災害時要援護者が避難するために必要な情報を普段から提供している事例
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②多様化している情報伝達手段の活用

【平成16年7月新潟豪雨災害に関する実態調査報告書（概要版） 三条市調査結果、群馬大学工学部・国土交通省北陸地方整備局、住民 n=11,301】

約半数の人は、豪雨前夜
に「激しい雨が降る」という
天気予報を知らなかった。

その他の情報も「知らな
かった」の回答が多い。

切迫した状況でも、自ら情報を
取得しない住民も多くいる。

89

豪雨災害のときに以下のような情報を知っていましたか。

防災情報を積極的に入手しない住民
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②多様化している情報伝達手段の活用

■防災行政無線が光ケーブルで結ばれていた
・平成18年に旧名瀬市、旧笠利町（かさりちょう）、旧住用村（すみようそ

ん）が市町村合併する際に、各市町村の防災行政無線の管理機能を地
域イントラネットの光ケーブルで統合した。

・道路寸断により光ケーブルが断線し、防災行政無線が不通になった。

旧笠利町

奄美市役所（旧名瀬市）から、
住用地区（旧住用村）の住民
に一斉放送できなくなった。

住用地区では、加入電話、携帯電話、IP電話、
インターネット、防災行政無線が全て不通

⇒（情報を含めた）完全な孤立状態になった部
落が発生した。

×

光ケーブル
光ケーブルが
道路崩壊とともに寸断

(例）平成22年10月鹿児島・奄美地方豪雨で見られた防災行政無線の障害例

 光ケーブルは、１）複数の帯域を同時に流すことができること、２）高速通信が可能なこ
とから、行政用回線、商用回線とも複数のメディア（インターネット、携帯電話、固定電
話、テレビ、行政管理情報、CCTV等の映像情報等）が共用している。

 一般に、全く冗長化されていないわけではないが、複数箇所が切れた場合、停電が発
生した場合には通信できない地域が発生するリスクを保有している。

 避難準備情報などの早い段階では非常に強力なメディアで支えられているが、災害が
顕在化した後には、鹿児島・奄美地方豪雨の例のように、脆弱な場合もある。

90

旧住用村

旧名瀬市

有線（光ケーブル通信網等）の課題
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②多様化している情報伝達手段の活用
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屋内, 12, 7%

道路, 5, 3%

川・用水路,
102, 60%

自動車内, 27,
16%

地下街, 2, 1%

田・畑, 4, 2%

不明・その他,
19, 11%

屋内

道路

川・用水路

自動車内

地下街

田・畑

不明・その他

・1999年から2010年に発生した水害犠牲者
の約16%は自動車内で犠牲。

■課題：運転中の人にどのように防災情報を伝え
るか。

○カーナビによる提供

・事例：「インターナビ」

○エリアメールによる提供（ただし、運転中の携
帯電話の使用は禁止されている）

図 1999年～2010年の水害犠牲者（死者・行
方不明者）の被災場所

（総務省消防庁（災害情報一覧）、国土交通省災害情報（報道発
表資料）より集計）

「ホンダ インターナビ、
http://www.honda.co.jp/internavi/service/disaster/」より

■自動車内での被災事例
・平成20年、岐阜県鹿沼市の冠水した市道で、
軽乗用車が屋根まで水没しているのが発見さ
れ、車内に閉じ込められていた1名が死亡（気象
庁、「局所的大雨から身を守るために（平成21
年2月）」、資料1、p.16）。

・平成22年7.15豪雨災害では、岐阜県可児市の
アンダーパスに、氾濫した可児川の水が急激に
流れ込み、車数台が冠水し、３名が犠牲（岐阜
県、「7.15豪雨災害検証報告書」を参考に作成）。

【インターナビ】

自動車運転者への情報提供
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②多様化している情報伝達手段の活用
メディア 特徴 課題等 普及率

防災行政無線
（屋外拡声機）

○地域住民に直接、また同時に情報を伝えることができる
○災害時に電気・通信網が寸断された状況下でも機能する（平成22

年の奄美豪雨時に携帯電話等が軒並み使えなくなる中、 後まで
機能を発揮）

○多くの市町村で整備されている
○デジタル化されている場合は、音声通信に加え、文字情報や画像

情報等のデータ通信が可能

×屋内では聞こえない、聞こえにくいことがある
×居住地や放送時の所在により聞こえ方が大きく異なる
×放送内容を確認することが困難である
×整備コストが高い

同報系は平成22年
度末時点で約76％
の整備率

※1：総務省「電波利
用ホームページ
（http://www.tele.so
umu.go.jp/j/adm/sy
stem/trunk/disaster
/change/index.htm
）」より

防災行政無線
（戸別受信機）

○屋内に設置すれば、屋外拡声機と比較し、雨音で聞こえづらいこと
が少ない

×単価が高く、都市部では整備困難

×電池切れが起きないように、保守運用体制を組む必要がある

×普段は不必要な場合が多く、音量設定を小さくしている住民もいる（住民
の適正な運用を担保することが困難）

広報車 ○住民の間近まで行って直接情報周知を行うため、避難に直結しや
すい

×屋内では聞こえない、聞こえ難いことがある
×道路寸断等により目的地までたどり着けない、または遅れる場合がある

－

電話 ○停電時でも使用可能（電話局から配電されているため）
○通信の多ルート化が進み、断線により不通になるケースは少ない

×電話番号の登録が必要
×輻輳し繋がらない場合がある（優先電話（災害時優先電話、公衆電話の

優先扱い、緊急電話の優先扱い）でもあまり込み合う場合は通じない）
(一部、FTTHの課題あり）

電話の世帯普及率
は約86％、FAXは約
44%（平成22年末時
点）
※2：総務省「通信利
用動向調査（世帯
編）」より

FAX ○登録した複数のＦＡＸ番号に一斉送信が可能
○地図や図表、イラストなど複雑な情報伝達が可能
○情報が記録として残り、証拠性がある

×FAX番号の登録が必要（学校・福祉施設等に導入するのが一般的）
×輻輳して繋がらない場合がある
(一部、FTTHの課題あり）

インターネット ○多種多様な情報が得られる
○利用者の意思で選択して情報を得られる

×人により情報環境が異なる
(FTTHの課題あり） －

携帯メール ○携帯できるため、避難行動しながら継続的にアクセスが可能
○停電時に直ちに使えなくなることが無い（充電環境による）
○スマートフォンは、パソコン並みの情報が得られる

×利用が集中すると送受信できないことがある
×登録制のメール配信サービスは登録しないとメールが来ない
×（キャリアによる迷惑メール防止機能により）一度に大量の配信が困難
(FTTHの課題あり）

携帯電話の世帯保
有率は約93％（平成
22年末時点）

※2：総務省「通信利
用動向調査（世帯
編）」より

エリアメール （携帯メールに加えて以下の特徴がある）
○住民にとってアドレス登録が不要
○市町村（住民）にとって、導入が安価
○マルチキャスト配信により、一度にエリア内配信ができる

△現時点では、エリアメールは1社だけのサービスとなっている
（他の2社でもサービス開始予定）

(FTTHの課題あり）
△文字数に制限、文章中にリンクを貼れないため、広域災害の場合は、数

回に分けて情報を出すなどの工夫が必要

テレビ ○身近で影響度が高い
○映像や専門家の開設等を交えて編集された情報であり、わかりや

すい

×放送時期・内容を自治体がコントロールできない
×停電時には視聴できない
×見逃すと情報が得られない
(一部、FTTHの課題あり）

－

ワンセグ ○携帯電話やカーナビなどで、どこでも視聴が可能
○停電時に直ちに使えなくなることが無い（充電環境による）

ワンセグ携帯の世
帯保有率は約43％
（平成22年末時点）

ラジオ
コミュニティＦＭ

○（インフラとして）ラジオはあまねくほぼ全国へ配信可能なメディア
○コミュニティＦＭはきめ細かい地域に特化した情報提供が可能

×放送時期・内容を自治体がコントロールできない（コミュニティFMを除く）
×「ラジオ離れ」が指摘され、機器を持っていない世帯が存在する

－

その他、消防団、自主防災組織、地域コミュニティなどによる伝達がある。
（FTTH（Fiber To The Homeの略）とは、通信事業者の基地局から各家庭までの光ファイバーを敷設すること。「大辞林」より）
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②多様化している情報伝達手段の活用
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エリアメールとは

「NTTdocomo、http://www.nttdocomo.co.jp/service/safety/areamail/about/」より
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「なごや減災プロジェクト」により、災害時に入手困難な映像情報を住民から収集す
ることができる。

㈱ウェザーニューズから、気象の見通しと解説、市内エリアの 大雨量などのデー
タも提供される（国機関からの情報と合わせて判断している）。

市民から携帯電話やパソコンにより、気象や災
害に関する情報を報告してもらい、その情報を
ウェブサイトに反映し、減災のための情報の共
有を図るための取組み。

■減災リポート

気象や被害に関する情報を減災リポートとし
て送信、閲覧できる。過去のリポートも閲覧可能。

■減災メール

過去に災害が起きた時と同じような気象条件
になった場合、また、その可能性がある場合に、
あらかじめ登録されたメールアドレスにウェザー
ニューズからメール送信される。

名古屋市提供資料より作成

民間気象情報会社との連携

②多様化している情報伝達手段の活用
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具体例① 「あだちシティビジョン／北千住駅」

平成23年3月11日東日本大震災時、北

千住駅に集まった帰宅困難者に対して、
避難所情報、電車の運行状況、NHK
ニュース等を放映

表示機の運営は、㈱インターコネクトに
委託しているが、緊急の際には表示機の
制御を運営会社から区役所に移すことが
できる。

また毎月、緊急時の情報送出訓練を
行っていた。

②多様化している情報伝達手段の活用

災害情報の伝達に大型掲示板を活用した事例
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②多様化している情報伝達手段の活用

河川情報表示板は、河川沿いに設置されることが多いが、京浜河川事務所では、人がたくさん集まる場
所（JR川崎駅、JR平塚駅前、JR八王子駅前、二ヶ領せせらぎ館の4か所）に河川情報版を設置している。

洪水時は、降雨・水位情報、河川情報、避難情報、河川・ダムの出水状況・気象情報などが表示され
る。地震や道路災害、その他災害発生時では、河川管理者、道路管理者、地方自治体などからの情報が
表示される。
平常時には、ニュースや天気予報、防災啓発、自治体の広報等、生活に役立つ情報を発信している。

JR川崎駅前の河川情報表
示板では、川崎市が土地を
提供し、国が設置・維持管
理費用を負担

具体例② 京浜河川事務所「まち中の河川情報表示板」

災害情報の伝達に大型掲示板を活用した事例



97

専門調査会 第１～５回の議事概要
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